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山田町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山田町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画（以下「本計画」という。）

は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法律第 64 号。以下「法」とい

う。）第 19条に基づき、山田町長、山田町教育委員会、山田町議会議長、山田町選挙管理委員会、

山田町代表監査委員、山田町農業委員会が策定する特定事業主行動計画である。 

 

 

 

Ⅰ 計画期間  

本計画の期間は、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間とする。 

 

 

 

Ⅱ 女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等  

山田町では、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、本計画の策定・変更、本

計画に基づく取り組みの実施状況・数値目標の達成状況の点検・評価等を適宜行うこととする。 

 

 

 

Ⅲ 女性職員の活躍の推進に向けた数値目標  

法第 19 条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主

行動計画の策定等に係る内閣府令（平成 27年内閣府令第 61号。以下「内閣府令」という。）第

２条に基づき、町長部局、教育委員会事務局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員

事務局、農業委員会事務局（以下「本町の機関」という。）において、一体的に女性職員の職業

生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行った。当該課題分

析の結果、女性職員の活躍を推進するため、次のとおり目標を設定する。 

 

令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 

山 田 町 長 

山 田 町 教 育 委 員 会 

山 田 町 議 会 議 長 

山田町選挙管理委員会 

山田町代表監査委員  

山 田 町 農 業 委 員 会 
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１ 把握する項目 

(1) 採用した職員に占める女性職員の割合 

 男性 女性 合計 女性割合 

平成３０年度 ５人 ５人 １０人 ５０．０％ 

令和元年度 ６人 ４人 １０人 ４０．０％ 

令和２年度 ５人 １人 ６人 １６．７％ 

 

(2) 平均した勤続経験年数の男女差               （令和２年４月１日現在） 

 全体 男性 女性 
男女差 

（女性－男性） 

全職種 １３年９月 １５年４月 １０年８月 ▲４年８月 

※任期付職員、再任用職員及び令和２年４月１日付採用者は除く。 

 

(3) 職員一人当たりの月ごとの時間外勤務時間              （令和元年度） 

 総時間外勤務時間 職員一人当たり 

４月 ２，５８５時間 １５．５時間 

５月 ２，０２６時間 １２．１時間 

６月 １，６２１時間 ９．７時間 

７月 １，２４１時間 ７．４時間 

８月 １，２４８時間 ７．５時間 

９月 １，５１４時間 ９．１時間 

１０月 １，４１１時間 ８．４時間 

１１月 １，５７７時間 ９．４時間 

１２月 １，２０１時間 ７．２時間 

１月 １，５４１時間 ９．２時間 

２月 １，９０９時間 １１．４時間 

３月 ２，３３４時間 １４.０時間 

計 ２０，２０８時間 １２１.０時間 

月平均 １，６８４時間 １０．１時間 

※職員一人当たりの時間数は、平成３１年４月１日現在の職員数１６７人（時間外勤務手当が支給されな

い職員を除く）で単純に除したものである。 

 

 (4) 管理的地位にある職員に占める女性割合       （令和２年４月１日） 

管理職 男性 女性 女性割合 

１７人 １３人 ４人 ２３．５％ 

※管理職…管理職手当の支給対象職員 
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 (5) 各役職段階に占める女性職員の割合              （各年度４月１日現在） 

 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 
伸び率 

（H30-R2 年度） 

課長・主幹 １１．８％ １３．３％ １３．３％ １．５％㌽ 

課長補佐 １０．０％ ３．２％ ６．５％ ▲３．５％㌽ 

係長 ３６．０％ ３５．７％ ３１．４％ ▲４．６％㌽ 

副主幹 ８０．０％ ８０．０％ ８３．３％ ３．３％㌽ 

主査 ０．０％ ０．０％ ０．０％ ０．０％㌽ 

主任 ６０．０％ ４６．２％ ４１．７％ ▲１８．３％㌽ 

主事・主事補 ３７．１％ ４２．２％ ４５．４％ ８．３％㌽ 

校務員 ５０．０％ ５０．０％ ５０．０％ ０．０％㌽ 

 

 (6) 男女別の育休取得率及び取得期間の状況 

 

 

男性 女性 

取得可能

職員数 
取得職員数 取得率 

取得可能

職員数 
取得職員数 取得率 

平成２９年度 １２人 ０人 ０％ ７人 ７人 １００％ 

平成３０年度 ６人 ０人 ０％ ３人 ３人 １００％ 

令和元年度 ４人 ０人 ０％ ３人 ３人 １００％ 

○取得期間の状況（令和元年度） 

【女性職員】 

 ・一年未満：１００％  ・一年以上一年半未満：０％ 

 ・一年半以上二年未満：０％  ・二年以上：０％ 

 

 (7) 男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率及び合計取得日数の状況 

 休暇区分 取得可能職員数 取得職員数 取得率 

平成２９年度 
配偶者出産休暇 １２人 ９人 ７５．０％ 

育児参加のための休暇 １２人 ０人 ０．０％ 

平成３０年度 
配偶者出産休暇 ６人 ４人 ６６．７％ 

育児参加のための休暇 ６人 ０人 ０．０％ 

令和元年度 
配偶者出産休暇 ４人 ４人 １００．０％ 

育児参加のための休暇 ４人 ０人 ０．０％ 

○合計取得日数の状況（令和元年度） 

 ・５日未満：１００％ ・５日以上：０％ 

 

(8) セクシュアル・ハラスメント等対策の整備状況 

   セクハラ等対策のための相談窓口を設置。 
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２ 目標設定 

  当該課題分析の結果、女性職員の活躍を推進するため、次のとおり目標を設定する。   

 

◎ 長時間勤務関係の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 継続就業及び仕事と家庭の両立関係の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 配置・育成・教育訓練及び評価・登用関係の目標 

 

  

 目標設定  

現状分析においては、過度の時間外勤務は生じていない。ただし、所属部署にお

いては偏った傾向もみられることから、今後、行政組織の見直しや人事異動等によ

り各部署の均衡を図るとともに、子育て世代に配慮した職場環境づくりに努めるも

のとする。また、効率的な業務処理を進め、総実労働時間の短縮を図り、もって職

員の健康保持増進及び日常業務における公務能率の向上を図るものとする。 

 目標設定  

現状分析において、配偶者出産休暇の取得率は令和元年度実績で１００％である

が、育児参加の休暇の取得率が０％となっていることから、仕事と家庭生活それぞれ

の価値観について、子どもの誕生を機に見直すことの必要性などを啓発することによ

り、令和７年度までには取得率１００％とする。 

 目標設定  

現状分析において、令和２年４月１日時点の係長級以上の職員の女性割合が１８．

５％となっていることから、令和７年度までに係長級以上の職員の女性割合を２５％

とする。 
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Ⅳ 女性職員の活躍の推進に向けた目標を達成するための取り組み及び実施時期  

Ⅲの２で掲げた目標の達成に向け、次に掲げる取り組みを実施する。 

 

◎ 長時間勤務関係の問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 継続就業及び仕事と家庭の両立関係の問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 配置・育成・教育訓練及び評価・登用関係の問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 取り組み事項  

出産を控えている全ての男女職員に対し、管理職員または総務課担当による面談を

行い、各種両立支援制度（育児休業、配偶者出産休暇など）の活用促進を行う。 

 取り組み事項  

① 業務分担の見直しを定期的に行い各職員の業務量の平準化を図る。 

② 毎年９月末時点で当該年における年次休暇の使用日数の累計が５日に達してい

ない職員に対し、年次休暇の使用促進を行う。 

 取り組み事項  

職員の昇任・昇格等については、各種研修等を通じ全職員の資質の向上を図り、職

員の意欲と能力の把握に努め、職員数の男女比率に準じた女性の各役職段階への登用

に努めるものとする。 


